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承認第 2号

専決処分事項の承認について

橋本市税条例の一部を改正する条例について、急施を要するため、地方自治

法 (臨和 22年法律第 67号)第 179条第 1項の規定に基づき、別紙のとおり市長

において専決処分したので、同条第 3項の規定により議会に報告し、承認を求

める。         ´

令和 51年 5月 15日 提出

橋本市長  平木 哲朗
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専決処分について

橋本市税条例の一部を改正する条例について、急施を要するため、地方自治

法 (昭和 22年法律第 67号)第 179条第 1項の規定に基づき、別紙のとおり市長

において専決処分すると

令和 5年 3月 31日  専決

橋本市長  平木 哲朗
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橋 本 市 税 条 例 の 一 部 を改 正 す る条 例

橋 本 市税 条 例 (平 成 18年 橋 本 市 条 例 第 70号 )の 一 部 を次 の よ うに改正 す る。 なお 、 改 正 部 分 は 、 次 の表 中下線

又 は太 線 の部 分 で あ る。

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)

第34条の9 略

2 前項あ規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することが

できなかった金額があるときは、当該控除することができなかつた金額は、令

第48条の9の 3か ら第4む条の9の 6ま でに定めるところにより、同項の納税義務者

に対 しその控除することができなかつた金額を還付 し、又イま当該控 除す ること

刀基 ρ、o密 ,I百終 酔 lrキロ七 十 ス 滑 村 歩 十

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)

第34条の9 略

2 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することが

できなかつた金額があるときは、当該控除することができなかつた金額は、全

第48条の9の 3か ら第48条の9の 6ま でに定めるところにより、同項の納税義務者

に対しその控除することができなかつた金額を還付し、又は当該納税義務者の

同項の確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の県民税若し

くは市民税に充当し、若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当す

4

3略
(個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書 )

第36条の3の 2 略

2 前項又は法第317条の3の2第 1項の規定による申告書を提出した給与所得者で

市内に住所を有するものは、その年の中途において当該申告書に記載 した事項

工ヾ ャヽ ■羊
'ト

エ、̂ >△ メ洒の ム 十_性 省 31 ■ △

額により当該納税義務者の前項の確定申告書に係る年の末 日の属する年度の翌

年度分の個人の県辞素ヽ畜 欄 入の市 犀茉1手 芳 1フ で l士森赤大爵情 禾挿矛納付 1ッ ト若 lフ くは

納入 し、若 しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金を納付 し、若 しくは納入

望 。

3略
(個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)

第36条の3の2 略

2 前項又は法第317条の3の2第 1項の規定による申告書を給与支払者を経由して
十月 山 手 Zキ日△ ,ァ ■、i デ   とイ詩 由 と 豊 ,ア

~コ
卦 ‐ ■ 亡 T百 多 ぉ 芹 ぉ 鈴 痺二,r検 lハ イべ が

当該給与支払者を経由して提出した前項又は法第317条の3の 2第 1項の規定によ

/、 由各 妻 r孝 考 が 章該 前年 中 深 こおいて次電の婦庁に よる申告書 を当該給の の

与支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定

に よ る申告喜)に記謝 とフた事項 ル異動がないときは、給与所得者は、施行規則

で定めるところにより、前項又は法第317条の3の 2第 1項の規定により記載すべ

き事項に代えて当該異動がない旨を記載 した前項又は法第317条の3の 2第 1項の

1日 十1「 トス由各三歩撮出十スrカ パで芸:る .

旦 第1項又は法第317条の3の 2第 1項の規定による申告書を提出した給与所得者で

市内に住所を有するものは、その年の中途において当該申告書に記載 した事項

べ
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について異動を生じた場合には、第1項又は法第317条の3の 2第 1項の給与支払

者からその異動を生じた直後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行

規則で定めるところにより、その異動の内容その他施行規則で定める事項を記

載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならな

い 。

第1項及び前項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に

経由すべき給与支払者に受理 されたときは、その申告書は、その受理された日

に市長に提出されたものとみなす。

旦 給与所得者は、第1項及び第3項の規定による申告書の提出の際に経由すべき

給与支払者が令第48条の9の 7の2において準用する令第8条の2の 21こ 規定する要

件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代

えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法 (電

子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつ

て施行規則で定あるものをい う。次条第4項及び第53条の9第3項において同

じ。)1こ より提供することができる。

前項の規定の適用がある場合における第4項の規定の適用については、同項中
「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、 「給与支払者に受

理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理され

た日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

(個人の市民税の徴収の方法等)

第38条 個人の市民税は、第44条、第47条の2第 1項、第47条の5又は第53条の5の

規定により特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法により徴収

する。

2略
3

せて賦課 し、及び徴収する。

(個人の市民税の納税通知書)    
｀

第41条 個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度分

の個人の市民税額、個人の県民税額及び森林環境税額の合算額 (第47条第1項又

|ま第47条の6第 1項の規定により徴収する場合にあつては特別徴収の方法により

徴収 されないことになった金額に相当する税額)を前条第1項の納期 (第47条第 1

項又は第47条の6第 1項の規定により徴収する場合にあつては特別徴収の方法に

より徴収されないこととなった日以後に到来する納期)の数で除して得た額 と

について異動を生じた場合には、前項又は法第317条の3の 2第 1項 の給与支払者

からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前 日までに、施行規

則で定めるところにより、その異動の内容その他施行規則で定める事項を記載

した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならないc

3 前2項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべ~ぎ
暦写支払者に受喜されたときは、その申告書は、その受理された日に市長に

提出されたものとみなす。

生
齢 肇窺矮疑輝錫紀総言埓墓鳥写宮顧島懇弘癒よi長薬嘆是
件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代

えて、当該給与支払者に対 し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法 (喜

子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつ

て施行規則で定めるものをい う。次条第4項及び第58条の9第3項において同

じ。)に より提供することができる。

5 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中

「申告書が」とあるのは 「申告書に記載すべき事項を」と、 「給与支払者に受

理 されたとき」とあるのは 「給与支払者が提供を受けたとき」 と、 「受理 され

た日」とあるのイま「提供を受けた日」 とする。

(個人の市民税の徴収の方法)

第38条 個人の市民税は、第44条、第47条の2第 1項、第47条の5又は第53条の5の

規定によつて特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によつて

徴収する。

2 略

(個人の市民税の納税通知書)

第41条 個人の市民ッl党 の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度分

の個人の市民税額及び県民税額の合算額 (第47条第1項又は第47条の6第 1項 の規

定によつて徴収する場合にあつては特別徴収の方法によつて徴収 されないこと

になつた金額に相当する税額)を前条第 1項の納期 (第47条第1項又は第47条の6

第1項の規定によつて徴収する場合にあつては特別徴収の方法によつて徴収さ

れないこととなつた日以後に到来する納期)の数で除して得た額 とする。

の



する。

(給与所得に係る個人の市民税の特別徴収)

第44条 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初 日の属する年の前年中におい

て給与の支払を受けた者であり、かつ、同日において給与の支払を受けている

者 (次の各号に掲げる者のうち特別徴収の方法により徴収することが著 しく困

難であると認められる者を除く。以下この条において「給与所得者」とい

う。)で ある場合には、当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及

び均等割額 (こ れ と併せて賦課徴収を行 う森林環境税額を含むc次項及び第5項

において同 じ|) の合算額を特別徴収の方法により徴収する。

2

(1)。 (2)略     _
前項の納税義務者について、当該納税義務者の前年中の所得に給与所得以外

の所得がある場合には、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項の規定

により特別徴収の方法により徴収すべき給与所得に係る所得割額及びゃ等割額

の合算額に加算して特別徴収の方法により徴収する。ただし、第36条の2第 1項

の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法により徴収さ

れたい旨の記載があるときは、この限りでない。

前項本文の規定により給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を特

別徴収の方法により徴収することとなった後において、当該給与所得者に?い
て給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は下部を特別徴収の方法により

徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため当該給与所得

者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法に

より徴収することとされたい旨の申出があつた場合でその事情がやむを得ない

と認められるときは、市長は、当該特別徴収の方法により徴収すべき給与所得

以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又は

一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。

略

納税義務者である給与所得者に紺し給与の支払をする者に当該年度の初日の

翌日から翌年の4月 30日 までの間において異動を生じた場合において、当該給

与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者 (所

得税法第183条の規定により給与の東払をする際所得税を徴収して納付する義

務がある者に限る。以下この項において同じ。)を通じて、当該異動により従

前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなった日の属する月の翌月

の10日 (その支払を受けなくなった日が翌年の4月 中である場合には、同月30

(給与所得に係る個人の市民税の特別徴収 )

第44条 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初 日の属する年の前年中におい

て給与の支払を受けた者であり、かつ、同日において給与の支払を受けている

者 (次の各号に掲げる者のうち特別徴収の方法によつて徴収することが著しく

困難であると認められる者を除く。以下この条において「給与所得者」とい

う。)で ある場合においては、当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得

割額及び均等割額の合算額を特別徴収の方法によつて徴収する。

2

(1)。 (2)略
前項の納税義務者について、当該納税義務者の前年中の所得に給与所得以外

の所得がある場合においては、当該給与所得以外の所得に係る所得害1額 を同項

懇軽匡豊義吾き督襲僣猛饗t奪揺読憑積歓努墓花ミ管三顧侵堺哲F砥毎詔冒登

36条の2第 1項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法

によつて徴収 されたい旨の記載があるときは、この限 りでない。

前項本文の規定によつて給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を

特別徴収の方法によつて徴収することとなった後において、当該給与所得者に

ついて給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法L
よって徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生 じたため当ロノスオ給

与所得者から給与所得以外の所得に係る所得害1額の全部又は一部を普通徴収の

方法により徴収することとされたい旨の申出があつた場合でその事情がやむを

得ないと認められるときは、市長は、当該特別徴収の方法によつて徴収すべき

給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収 していない額の

全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。

略

納税義務者である給与所得者に対 し給与の支払をする者に当該年度の初 日の

翌 日から翌年の4月 30日 までの間において異動を生じた場合において、当該給

与所得者が当該給与所得者に対 して新たに給与の支払をする者 となつた者 (所

得税法第183条 の規定によつて給与の支払をする際所得税を徴収 して納付する

義務がある者に限る。以下この項において同じ。)を通 じて、当該異動によつ

て従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなった日の属する月の

翌月の10日 (そ の支払を受けなくなつた日が翌年の4月 中である場合には、同月
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日)ま でに、第1項の規定により特別徴収の方券により徴収されるべき前年中の

給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額 (既に特別徴収の方法により徴

収された金額があるときは、当該金額を控除した金額)を特別徴収の方法によ

り徴収されたい旨の申出をしたときは、当該合算額を特別徴収の方法により徴

収するものとする。・ただし、当該申出が翌年の4月 中にあつた場合において、

特別徴収の方法により徴収することが困難であると市長が認めるときは、この

限 りでない。

6 特別徴収の方法により個人の市民税を徴収 される納税義務者が当該年度の初

日の属する年の6月 1日 から12月 31日 までの間において給与の支払を受けないこ

ととなり、かつ、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別

徴収の方法により徴収されたい旨の当該納税義務者からの申出があつた場合及

び当該納税義務者が翌年の1月 1日 から4月 30日 までの間において給与の支払を

受けないこととなつた場合には、その者に対 してその年の5月 31日 までの間に

支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超え

るものがあるときに限り、当該月割額の全額 (同 日までに当該給与又は退職手

当等の全部又は一部の支払がされないこととなつたときにあつては、同日まで

に支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を特

別徴収の方法により徴収する。

(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等 )

第46条 前条の特別徴収義務者は、月割額を徴収 した月の翌月10日 までに、その

徴収 した月割額を施行規則第5号の15様式又は第5号の15の2様式若 しくは施行

規則第2条の6の規定により総務大臣が定めた様式による納入書により納入 しな

ければならない。

(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)

第47条 個人の市民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給与

所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法により徴収されないこととなつた場

合には、特別徴収の方法により徴収されないこととなつた全額に相当する税額

は、特別徴収の方法により徴収されないこととなつた日以後において到来する

第40条第1項の納期がある場合には、それぞれの納期において、その日以後に

到来する同項の納期がない場合には直ちに、普通徴収の方法により徴収するも

のとする。

2 法第321条の6第 1項の通知により変更された給与所得に係る特別徴収税額に係

る個人の市民税の納税者について、既に特別徴収義務者から市に納入された給

与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴

30日 )ま でに、第1項の規定により特別徴収の方法によつて徴収 されるべき前年

中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額 (既に特別徴収の方法によ

ときは、この限りでない。

6 特別徴収の方法によつて個人の市民税を徴収 される納税義務者が当該年度の

初 日の属する年の6月 1日 から12月 31日 までの間において給与の支払を受けない

こととなり、かつ、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特

馨隻塚雪多ゑ鍵義義禁竪星泳斜i冒宗壱齋:昭読駕マ瀧家r
払を受けないこととなつた場合には、その者に対してその年の5月 31日 までの

間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する今額を

超えるものがあるときに限り、当該月割額の金額 (同 日までに当該給与又は退

職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなつたときにあつては、同日

までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)

を特別徴収の方法によつて徴収する。

(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)

第46条 前条の特別徴収義務者は、月害1額を徴収した月の翌月10日 までに、その

徴収した月割額を施行規則第5号の15様式又は施行規則第2条の6の規定イ|よ り

総務大臣が定めた様式による納入書によつて納入しなければならない。

(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)

第47条 個人の市民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給与

所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた

場合 においては、特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた金額に相

当する税額は、特別徴収の方法によつて徴収 されないこととなつた日以後にお

いて到来する第40条第1項の納期がある場合においては、それぞれの納期にお

いて、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴

収の方法によつて徴収するものとする。

法第321条の6第 1項の通知によつて変更された給与所得に係る特別徴収税額に

係る個人の市民税の納税者について、既に特別徴収義務者から市に納入 された

給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係る特別

2



収税額を超える場合 (徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場合を含

む。)において当該納税者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤

納に係る税額は、法第17条の2の 2第 1項第2号に規定する市町村徴収金関係過誤

納金とみなして、同条第3項、第6項及び第7項の規定を適用することができる

心`のとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当該納税者の未納に係る徴収
八 差 玖尚オキ v,■鍮 状 十 ス ▼ >歩 益 評 1 ナ,こ、の

(公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収 )

第47条の2 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初 日の属する年の前年中に

おいて公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、同日において老齢等年金給

付 (法第321条の7の 2第 1項 の老齢等年金給付をい う。以下この節において同

じ。)の 支払を受けている年齢65歳以上の者 (特別徴収の

とが著 しく困難であると認められるものとして次に掲げるものを除くc以下こ

の節において「特別徴収姑象年金所得者」とい う。)である場合には、当該納

税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額 (こ れ

と併せて賦課徴収を行 う森林環境税額を含む。以下この条及び第47条の5にお

いて同じ。)の 合算額 (当該納税義務者に係る均等割額を第44条第1項の規定に

より特別徴収の方法により徴収する場合には、公的年金等に係る所得に係る所

得割額。以下この条及び第47条の51こ おいて同じc)の 2分の11こ相当する額 (以

下この節において 「年金所得に係る特別徴収税額」とい うc)を当該年度の初

日の属する年の10月 1由 から翌年の3月 31日 までの間に支才ムわれる老齢等年金給

付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法により徴収する。

(1)略
(2)特別徴収の方法により徴収することとした場合には当該年度において当

該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる者

2 前項の特別徴収対象年金所得者について、当該特別徴収対象年金所得者の前

年中の所得に給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得がある場合 (第44

条第4項の規定により読み替えて適用される同条第2項ただし書に規定する場合

を除く。)1こ |ま 、当該給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所

得割額を前項の規定により特別徴収の方法により徴収すべき年金所得に係る特

別徴収税額に加算 して特別徴収の方法により徴収することができる。

3 第1項 の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市民税のうち当該特別

徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等

割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した額を第40条第1項の

納期の うち当該年度の初 日からその日の属する年の9月 30日 までの間に到来す

徴収税額を超える場合 (徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場合を

含むc)において当該納税者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は

誤納に係る税額は、法第 17条の2の規定にようて当該納税者の未納に係る徴収

金に充当するc

(公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収)

第47条の2 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中に

おいて公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、同日において老齢等年金給

付 (法第321条の7の 2第 1項の老齢箸年金給付をいう。以下この節において同

じc)の支払を受けている年齢65歳以上の者 (特別徴収の方法によつて徴収する

ことが著しく困難であると認められるものとして珠に掲げるものを除く。以下

この節において「特別徴収対象年金所得者」という。)で ある場合において

は、当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等

割額の合算額 (当 該納税義務者に係る均等割額を第44条第1項の規定により特別

徴収の方法によつて徴収する場合においては、公的年金等に係る所得に係る所

得害1額c以下この条及び第47条の5において同じ。)の 2分の1に相当する額 (以

下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)を 当該年度の初

日の属する年の10月 1日 から翌年の3月 31日 までの間に支払われる老齢等年金給

付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法によつて徴収する。

(1)略
(2)特別徴収の方法によつて徴収することとした場合には当該年度において

当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる者

2 前項の特別徴収対象年金所得者について、当該特別徴収対象年金所得者の前

年中の所得に給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得がある場合 (第 44

条第2項ただし書に規定する場合を除く。)においては、当該給与所得及び公的

年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を前項の規定によつて特別徴収の

方法 1こ よつて徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額に加算して特別徴収の方

法によつて徴収することができるc

3 第1項の特別徴収姑象年金所得者に対して課する個人の市民税のうち当該特別

徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等

割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した額を第40条第1項の

納期のうち当該年度の初日からその日の属する年の9月 30日 までの間に到来す

し
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るものにおいて普通徴収の方法により徴収する。

(年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ)

第47条の6 法第321条の7の7第 1項又は第3項 (こ れらの規定を常第321条の7の 8第

3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により特別徴収の方法に

より徴収されないこととなった金額に相当する税額は、その特別徴収の方法L
生上徴収されないこととなった日以後において到来する第40条第1項の納期が

ある場合にはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期

がない場合には直ちに、普通徴収の方法により徴収するものとする。

2 法第321条の7の 7第3項 (法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場

合を含む。)の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮

特別徴収税額を特別徴収の方法により徴収されないこととなった特別徴収対象

年金所得者について、既に特別徴収義務者から市に納入された年金所得に係る

特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得

者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収

税額を超える場合 (徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係

る仮特別徴収税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象年金所得者

の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条

金関係過誤納金により当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金を納付

▽ ,十玖肉釈 ―■ス 予 >歩 丞 子 ´ t、 とダう>及 ′Jヽ 十

るものにおいて普通徴収の方法によつて徴収する。

(年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ)

第47条の6 法第321条の7の 7第 1項又は第3項 (こ れ らの規定を法第321条の7の 8第

3項において読み替えて準用する場合を含むc)の規定により特別徴収の方法L
よつて徴収されないこととなった金額に相当する税額は、その特別徴収の方法

によつて徴懸庭亀僚写患姦泳密元募昆獄箱螺だ込ま認奮芝λ冒叡夜羅聟藁¥吃
同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によつて徴収するも

のとする。

2 法第321条の7の 7第3項 (法第321条の7の8第 3項において読み替えて準用する場

合を含むc)の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮

特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収 されないこととなった特別徴収対

象年金所得者について、既に特別徴収義務者から市に納入された年金所得に係

る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特月Ⅲ徴収対象年金所

得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴

収税額を超える場合 (徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に

係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象年金所得

者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17

条の2の規定によつて当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金に充当

するさ

(法人の市民税の申告納付)

第48条 市民税を申告納付する義務がある法人は、法第321条の8第 1項、第2項、

第31項、第34項及び第35項の規定による申告書 (第9項、第10項及び第12項にお

いて「納税申告書」という。)を、同条第1項、第2項、第31項みび第35項の申

告納付にあつてはそれぞれこれらの規定による納期限までに、同条第34項の申

告納付にあつては遅滞なく市長に提出し、及びその申告に係る税金又は同条第

1項後段及び第2項後段の規定により提出があつたものとみなされる申告書に係

る税金を施行規則第22号の4様式による納付書により納付 しなければならな

い c

2～4 略

5 法第321条の8第 34項に規定する申告書 (同条第33項の規定による申告書を含

1 し

(法人の市民税の申告納付)

第48条 市民税を申告納付する義務がある法人は、法第321条の8第 1項、第2項、

第31項、第34項及び第35項の規定による申告書 (第9項、第10項及び第12項 にお

いて 「納税申告書」とい うc)を、同条第1項、第2項、第31項及び第35項の申

告納付にあつてはそれぞれこれ らの規定による納期限までに、同条第34項の申

告納付にあつては遅滞なく市長に提出し、及びその申告に係る税金又は同条第

1項後段及び第2項後段の規定により提出があつたものとみなされる申告書に係

ヽ る税金を施行規則第22号の4様式又は第22号の4の 2様式による納付書により納

付 しなければならない。

2～4 略

5 法第321条の8第 34項に規定する申告書 (同条第33項 の規定による申告書を含
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む。以下この項において同じ。)に係る税金を納付する場合には、当該税金に

係る同条第1項、第2項又は第31項の納期限鮮内期限の延長があつたときは、そ

の延長された納期限とする。第7項第1号において同じc)の翌日から納付の日

までの期間の日数に応じ、当該税額に年14.6パ ーセント(申 告書を提出した日

(同条第35項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前

に提出されたときは、当該提出期限)ま での期間又はその期間の末日の翌日か

ら1月 を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて

計算した金額に相当する延滞金を加算して施行規則第22号の4様式又は隻22号

の4の 2様式による糸内付書により納付しなければならない。

6～ 16 略
(法人の市民税に係る不足税額の納付の手続)

第50条 法人の市民税の納税者は、法第321条の12の規定に基づく納付の告知を

受けた場合には、当該不足税額を当該通知書の指定する期限までに、施行規則

第22号の4様式又は第22号の4の 2様式による納付書により納付しなければなら

ない。

2 前項の場合には、その不足税額に法第321条の8第 1項、第2項又は第31項の納

期限(同条第35項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額がある場合には、

同条第1項又は第2項の納期限とし、納期限の延長があった場合には、その延長

された納期限とする。第4項第1号において同じ。)の翌日から納付の日までの′

期間の日数に応じ、年14.6パ ーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期

限の翌日から1月 を経過する日までの期間につしヽては、年7.3パーセント)の割

合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならな

い 。

3・ 4略
(種別割の税率)

第82条 次の各号に掲げる軽 自動車等に対して課する種別割の税率は、1台 につ

いて、それぞれ当該各号に定める額 とする。

(1)原動機付自転車

ア～ウ 略

工 3輪以上のもの (車室を備えず、かつ、輪距 (2以上の輪距を有するもの

にあつては、その輪距のうち最大のもの)が 0.5メ ー トル以下であるも

の、側面が構造上開放 されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メ ー ト

ル以下の3輪のもの及び道路運送車両の保安基準 (昭和26年運輸省令第67

むc以下この項において同じ。)に係る税金を納付する場合には、当該税金 1手

係る同条第1項、第2項又は第31項の納期限 (糸内期限の延長がわつたときは、そ

の延長 された納期限とする。第7項第1号において同じc)の翌 日から納付の日

までの期間の日数に応 じ、当該税額に年14.6パーセン ト(申 告書を提出した日

(同条第35項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前

に提出されたときは、当該提出期限)ま での期間又はその期間の末 日の翌 日か

ら1月 を経過する日までの期間については、年7.3パーセン ト)の割合を乗じて

計算 した金額に相当する延滞金を加算して施行規則第22号の4様式による納付

書により納付しなければならない。

6～ 16 略

(法人の市民税に係る不足税額の納付の手続 )

第50条 法人の市民税の納税者は、法第321条の12の規定tl基づく納付?告知を

受けた場合には、当該不足税額を当該通知書の指定する期限までに、施行規則

第22号の4様式による納付書により納付しなければならない。

2 前項の場合においては、その不足税額に法第321条の8第 1項、第2項又は第31

項の納期限 (同条第35項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額がある場合

には、同条第1項又は第2項の納期限とし、納期限の延長があつた場合には、そ

の延長 された納期限とする。第4項第1号において同じ。)の翌 日から納付の日

までの期間の日数に応 じ、年14.6パーセン ト(前項の納期限までの期間又は当

該納期限の翌 日から1月 を経過する日までの期間については、年7,3パーセン

ト)の割合を乗 じて計算 した金額に相当する延滞金額を加算 して納付 しなけれ

ばならないc

3・ 4略
(種別割の税率)

第82条 次の各号に掲げる軽 自動車等に対 して課する種別割の税率は、1台 につ

いて、それぞれ当該各号に定める額 とする。

(1)原動機付 自転車

ア～ウ 略

工 3輪以上のもの (車室を備えず、かつ、輪距 (2以上の輪距を有するもの

にあつては、その輪距の うち最大のもの)が 0.5メ ー トル以下であるもの

及び側面が構造上開放きれている車室を備え、かつ、輪距が0.5メ ー ト
ル以下の3輪のものを除くc)で、総排気量が0.02リ ットルを超えるもの



―
ユ
司
―

号)第 1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車を除く。)

で、総排気量が0.02リ ットルを超えるもの又は定格出力が0.25キ ロワッ

トを超えるもの 年額 3,700円

(2)。 (3)略
(たばこ税の申告納付の手続 )

第98条 前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべき者 (以下この節において

「申告納税者」とい う。)は、毎月末 日までに、前月の初 日から末 日までの蘭

における売湊し等に係る製造たばこの品目ごとのR果税標準たる本数の合計数

(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数員に対す

るたばこ税額、第96条第1項の規定により免除を受けようとする場合にあつて

は同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに次条第1項

の規定により控除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けようとす

るたばこ税額その他必要な事項を記載した施行規則第34号の2様式による申告

書を市長に提出し、及びその申告に係る税金を施行規則第34号の2の5様式又は

第34号の2の 5の 2様式による納付書によつて納付 しなければならない。この場

合において、当該申告書には、第96条第3項に規定する書類及び珠条第1項の返

還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載 した施行規則第16

号の5様式による書類を添付 しなければならないc

2～4 略

5 前項の修正申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る第1項又は

第2項の納期限 (納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。第101

条第2項において同じ。)の翌 日から納付の日までの期間の日数に応 じ、当該税

額に年14.6パ ーセン ト(修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌 日

から1月 を経過する日までの期間については、年7.3パ ーセン ト)の割合を乗 じ

て計算した金額に相当する延滞金額を加算 して、施行規則第34号の2の 5様式又

は第34号の2の 5の2様式による納付書によつて納付 しなければならないc

(た ばこ税に係る不足税額等の納付手続)

第101条  たばこ税の納税義務者は、法第481条、第483条又は第484条の規定に基

づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申

告加算金額若 しくは重加算金額を、当該通知書の指定する期限までに、施行規

則第34号の2の 5様式又は第34号の2の 5の 2様式による納付書によつて納付 しな

ければならない。

2略

又は定格出力が0.25キ ロワッ トを超えるもの 年額 3,700円

(2)・ (3)略
(た ばこ税の申告納付の手続 )

第98条 前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべき者 (以下この節において

「申告納税者」とい う。)は、毎月末 日までに、前月の初 日から末 日までの間

における売渡 し等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数

(以下この節において 「課税標準数量」 とい う。)及び当該課税標準数量に対す

るたばこ税額、第96条第 1項の規定により免除を受けようとする場合にあつて

は同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに次条第1項

の規定により控除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとす

るたばこ税額その他必要な事項を記載 した施行規則第34号の2様式による申告

書を市長に提出し、及びその申告に係る税金を施行規則第34号の2の 5様式によ

る納付書によつて納付 しなければならない。この場合において、当該申告書に

は、第96条第3項に規定する書類及び次条第1項の返還に係る製造たばこの品目

ごとの数量についての明細を記載 した施行規則第16号の5様式による書類を添

付 しなければならない。

2～4 略

5 前項の修正申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る第1項又は

第2項の納期限鮮内期限の延長があつたときは、その延長 された納期限。第101

条第2項 において同じ。)の翌 日から納付の日までの期間の日教に応 じく当該税

額に年14.6パーセント(修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌 日

から1月 を経過する日までの期間については、年7.3パーセン ト)の 割合を乗 じ

て計算 した金額に相当する延滞金額を加算 して、施行規則第34号の2の 5様式に

よる納付書によつて糸内付 しなければならない。

(た ばこ税に係る不足税額等の納付手続)

第101条 たばこ税の納税義務者は、法第481条、第483条又は第484条の規定に基

づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申

告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書の指定する期限までに、施行規

則第34号の2の 5様式による納付書によつて納付しなければならないc

2略
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附 則

(肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例)

第8条 昭和57年度から令和9年度までの各年度分の個人の市民税に限り、法附

第6条第4項に規定する場合において、第36条の2第 1項の規定による申告書(そ

の提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたも

の及びその時までに提出された第36条の3第 1項の確定申告書を含む。次項にお

いて同じ。)1こ 肉用牛の売去「に係る租税特別措置法第25条第1項に規定する事業

所得の明細に関する事項の記載があるとき(こ れらの申告書にその記載がない

ことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。次項におい

て同じ。)は、当該事業所得に係る市民税の所得割の額を免除する。

2・ 3略
(読替規定)

第 10条 法附則第15条 から第15条の3の 2ま で又は第63条の規定の適用がある各年

度分の固定資産税に限り、第61条第8項 中「又は第349条の3の 4か ら第349条の5

まで」とあるのは、「若 しくは第349条の3の 4か ら第349条の5ま で又は附則第

15条 から第15条の3の 2ま で若 しくは第63条」とする。

(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合)

第10条の2 略

2略
3 法附則第15条第25項第1号イに規定する設備にらぃて回号に規定する市町村の

条例で定める割合は3分の2と する。

4 法附則第15条第25項第1号 口に規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は3分の2と する。

5 法附則第15条第25項第1号ハイ1規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は3分の2と する。

6 法附則第15条第25項第1号二に規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は3分の2と する。

7 法附則第15条第25項第2号イに規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は4分の3と する。

8 法附則第15条第25項第2号 口に規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は4分の3と する。

9 法附則第15条第25項第2号ハに規定する設備について同号に規定する市町村の

附 則

(肉用牛の売去]に よる事業所得に係る市民税の課税の特例)

第8条 昭和57年度から令和6年度までの各年度分の個人の市民税に限り、法附則

第6条第4項に規定する場合において、第36条の2第 1項の規定による申告書 (そ

の提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたも

の及びその時までに提出された第36条の3第 1項の確定申告書を含む。次項にお

いて同じc)に 肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第1項に規定する事業

所得の明細に関する事項の記載があるとき(こ れらの申告書にその記載がない

ことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。次項におい

て同じc)は、当該事業所得に係る市民税の所得害」の額を免除するc

2・ 3略
(読替規定)

第10条 法附則第15条から第15条 の3の 2ま で、第63条又は第64条の規定の適用が

ある各年度分の固定資産税に限 り、第61条第8項中「又は第349条の3の 4か ら第

349条の5ま で」とあるのは、「若 しくは第349条の3の 4か ら第349条の5ま で又

は附則第15条から第15条の3の 2ま で、第63条若 しくは第64条」とする。  
‐

(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合)

第10条の2 略

2略                 
―

3 法附則第15条第26項第1号イに規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は3分の2と する。

4 法附則第15条第26項第1号 口に規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める害1合は3分の2と する。

5 法附則第15条第26項第1号ハに規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は3分の2と する。

6 法附買II第 15条第 26項第 1号二 tこ規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は3分の2と する。

7 法附則第15条第26項第2号イに規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は4分の3と する。

8 法附則第15条第26項第2号 口に規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は4分の3と する。

9 法附則第15条第26項第2号 /ヽに規定する設備について同号に規定する市町村の



条例で定める割合は4分の3す る。

10 法附則第15条第25項第3号イに規定する設備について同号に規定する市町村

の条例で定める害J合は2分の1と する。

11 法附則第15条第25項第3号 口に規定する設備について同号に規定する市町村

の条例で定める割合は2分の1と するc

12 法附則第15条第25項第3号とこに規定する設備について同号に規定する市町村

の条例で定める割合は2分の1と する。

13 法附則第15条第28項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2と する。

14 法附則第15条第32項に規定する市町村の条例で定める割合は2分の1と する。

15 法附則第15条第33項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2と する。

16 法附則第15条第38項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2と する。

17 法附則第15条第42項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の1と する。

18 法附則第15条第43項に規定する市町村の条例で定める割合は4分の3と する。

19 略
20 法附則第15条の9の 3第 1項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の1と

するG

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がす
べき申告)

第10条の3 略

2～ 10 略

条例で定める割合は4分の3す る。

10 法附則第15条第26項第3号イに規定する設備について同号に規定する市町村

の条例で定める割合は2分の1と する。

11 法附則第15条第26項第3号口に規定する設備につし`て同号に規定する市町村

の条例で定める割合は2分の1と する。

法附則第15条第26項第3号ハに規定する設備について同号に規定すo市町村

の条例で定める割合は2分の1と する。

法附則第15条第29項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2と する。

法附則第15条第33項に規定する市町村の条例で定める割合は2分の1と する。

法附則第15条第34項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2と する。

法附則第15条第39項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2と する。

法附則第15条第43項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の1と する。

法附則第15条第44項に規定する市町村の条例で定める割合は4分の3と する。

略

法附則第64条に規定する市町村の条例で定める割合は0と する。

12

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がす

べき申告)

第10条 の3 略

2～ 10 略

13

14

15

16

17

18

19
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載 した申告書に施行規則附則第7条第16項各号に掲げる書類を添付 して市長に
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(1)納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号 (個人番号又

は法人番号を有 しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

(2)家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積

(3)麦屋の建築年月日及び登記年月 日

(4)当 該工事が完了した年月 日

r氏  ヽ 当諺 T事 が 宰 了 ナー日 ヽ
'ゎ

3月 力絡渦 1ッ た後に申告書を拝出する場合にし カ

は、3月 以内に提出することができなかつた理由



12 法附則第15条の10第 1項の耐震基準適合家屋について、同項の規定の適用を

受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した 日から

3月 以内に、次に掲げる事項を記載 した申告書に施行規則附則第7条第17項 に規

定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する

法律 (平成7年法律第123号)第 7条又は附則第3条第1項の規定による報告の写し

及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第19項 に規定する基準を満たすこと

を証する書類を添付 して市長に提出しなければならない。

(1)～ (4)略
(5)施行規則附則第7条第17項 に規定する補助の算定の基礎となった当該耐震

基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用

(6)略

(軽 自動車税の環境性能害Jの賦課徴収の特例 )

第15条の2 略

2・ 3略
4 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽 自動車税の環境性能割の

額は、同項の不足額に、これに100分の35の割合を乗 じて計算 した金額を加算

した金額とする。

(軽 自動車税の環境性能割の税率の特例)

第15条の6 略

2略

法附則第15条の10第 1項の耐震基準適合家屋について、同項の規定の適用を

受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日から

3月 以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第13項に規

定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する

法律 (平成7年法律第123号)第 7条又は附則第3条第1項の規定による報告の写し

及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第19項に規定する基準を満たすこと

を証する書類を添付 して市長に提出しなければならない。

(1)～ (4)略
(5)施行規則附則第7条第13項 に規定する補助の算定の基礎 となつた当該耐震

基準適合家屋に係る耐震改修に要 した費用

(6)略
(軽 自動車税の環境性能割の非課税)

2 45

全 ヤβ とヽ
「

退 ιギスR齢 じI卜 θう撼 白露li童 r白 亥 用の |、 の に限 るぃ 以 下 この粂 にえ い

て同 1 う1)に対 しては、当該 3輪以 _ 卜の解 自重b童の取得 が令和元年 10月 1日 か ら

12月 31日 までの間 (附 15条 の6第3項 において 「特定期間」 とい

こ行 才っ加芹 》黄とこ1艮 り、第 80 lI百 の美耳市にかかわ らず、軽 自動車税の

環境性能割を課 さない。

(軽 自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例 )

の2 略

2・ 3略
4 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽 自動車税の環境性能割の

額は、同項の不足額に、これに100分の10の割合を乗 じて計算 した金額を加算

した金額 とする。

(軽 自動車税の環境性能割の税率の特例)

第15条の6 略

2略
3   自 用の3輪以上の軽 白重力草であって乗用のや、のに封する第81条の4(第 2号に

係る部分に限る。)及び前項の規定の適用については、当該軽 自動車の取得が

間に行われたときに限 り、これ 端の規 定 中 「100分の2Jと あるのは、

「loO分の1 とす る。

ｌ
尚
Ｏ
ｌ

うハ 〕t

(軽自動車税の種別割の税率の特例) (軽 自動車税の種別割の税率の特例)



第16条 法附則第30条第1項に規定する3輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車

が最初の法第444条第3項に規定する車両番号の指定 (次項から第4項までにおい

て 「初回車両番号指定」とい うG)を受けた月から起算 して14年 を経過 した月

の属する年度以後の年度分の軽 自動車税の種別割に係る第82条の規定の適用に

ついては、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句 とする。

第16条 法附則第30条第1項に規定する3輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車

が最初の法第444条第3項に規定する車両番号の指定 (次項から第8項 までにおい

て「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して14年 を経過した月

の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第82条の規定の適用に

ついては、当分の間、次の表の左欄に掲げる向条の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる宇句とする。

Ｉ
Ю
ユ
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r、 貴 Aぃ 「 1_^゛ _,ァ ‐ ‐ Z竹 o 2 え ハ 舶 ‐ ハ ニ言 F日 , こつ 彰ヽ

車が令和2年4月 1日 から令和3年3月 31日 までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には令和3年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる宇句は、それぞれ同表の右欄に掲げる宇句とす

る c

2,000円

3,500円

5,400円

1,900円

2,500円

3,900円

6,900円

10,800円

3,800円

5,000円

第 2号 ア (イ )

第 2号 ア (ウ )(1)

第 2号 ア (ウ )(五 )

浅附目II笛 30築第4電気1丹及び第2号に掲げるガツリン軽 自動車の うち3輪以上

のもの (前項の規定の適用を受けるものを除く。 )とこ対する第82条の規定の適用

こつ V｀ ガ ン ュIヽ ッ謀 白 舌名古 バ ィ各 下n,狂 と 日 ロ ラh、 伝容 千ΠR狂負日Rl日 手 で

― ュ‐   並
=ナ

→ギ
ツ

il  `ノヨa【 凸 苦名

4

デ ,十  里
=ウ

略

2 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げる3輪以上の軽 臼動車に対する第82

条の規定の適用については、当該軽 自動車カ

日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和3年度分の軽 自動車税の

種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右木関に掲げる宇句 とする。

令ゞ不日2年二4月 1日 か ら令不日3年 3月 31

略

略

2 法附貝J第 30条第2項第1号及び第2号に掲げる3輪以上の軽自動車に対する第82

条の規定の適用については、当該軽 自動車が令和4年4月 1日 から令和8年 3月 31

日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受

けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限 り、次の表の左欄に

掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

宇句とする。

の間に初回車両番号指定を受けた場合には令和3年度分の軽自動車税の種別割



ｌ
Ю
時
―

法附則第30条第3項の規定の適用を受ける3輪以上の法第446条第 1項第3号 に規 7

十 十 ス ガ ソ 1) 撼 白重荷童 (以下 のI百 及び次項において 「ガンリン軽 自動車」

に限 り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句 とする。

3,000円

5,200円

8,100円

2,900円

3,800円

3,900円

6,900円

10,800円

3,800円

5,000円

第 2号 ア (イ )

第 2号 ア (ウ )(1)

第 2号 ア (ウ )(述 )

5 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げる3輪以上の軽 自動車の うち、自家

用の乗用のものに対する第82条の規定の適用については、当該軽 自動車が令和

3年 4月 1日 から令和4年 3月 31日 までの間に初回車両番号指定を受けた場合には

令和4年度分の軽自動車税の種別割に限 り、当該軽 自動車が令和4年4月 1日 から

令和5年 3月 jl日 までの間に初回車両番号指定を受けたナ易合には令和5年度分の

軽 自動車税の種別割に限り、第2項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句 とする。

6 の

の 年、の矛除 ぐ^)に対十 る第 82久大 市 滴用については、当該軽 自動車が令の

の

の軽自動車税の種別割に限り、第2項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の

中欄に掲げる宇句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

法附則第30条第7項の規定の適用を受ける3輪以上のガソリン軽自動車 (営業用

の乗用のものに限る。)に対する第82条の規定の適用については、当該ガツリ

ン軽自動車が令和3年 4月 1日 から令和4年 3月 31日 までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には令和4年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽

自動車が令和4年4月 1日 から令和5年 3月 31日 までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には令和5年度分の軽自動車税の種別割に限り、劣3項の表の左欄に掲

げる同条の規定中同表の中欄に掲げる宇句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句 とする。

聟捌緊錦署gttτ際習F鍾騒鞘紹 ギが認写懸7

3

ン

とい う。)(営業用の乗用のものに限る。 )とこ対する第82条の規定の適用につい

ては、当該ガソリン軽自動車が令和4年4月 1日 から令和8年 3月 31日 までの間イ|

初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属す

る年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限 り、

円 |》 力ぅるのli「2.000円 1と 、同号ア (ウ )(1)中 「6,900円 Jと あるのは

「3,500円 J とす る

生 法附則第30条第4項の規定の適用を受ける3輪以上のガソリン軽 自動車 (前項の

規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。)に対する第82



―
い
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条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和4年 4月 1日 から令和7

年3月 31日 までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号

指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同条第

2丹ア(イ Ⅲ中「3.900円 Iル あるのは「3.000円 Iと 、同号ア(ウ )(i)中
「6,900円 J とあるのとま「5,200円 」とする。

(軽 自動車税の種別割の賦課徴収の特例)

第16条の2 市長は、軽 自動車税の種別割の賦課徴収に関し、3輪以上の軽自動車

が前条第2項から第4項までの規車の適用を受ける3輪以上の軽自動車に該当す

るかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等 (法附則第30条の2第 1

項に規定する国土交通大臣の認定等を言 う。次項において同じc)に基づき当

該判断をするものとするc

2略
3 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽 自動車不党の種別割の額

は、同項の不足額に、これに100分の35の割合を乗 じて計算した金額を加算 し

た金額とする。

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡 した場合の長期譲渡所得に係る市

民税の課税の特例)

第17条の2 日召和63年度から令和8年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所

得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる土地

等 (租税特別措晋L法第31条第1項に規定する土地等をい う。以下この条において

同じ。)の譲渡 (同項に規定する譲渡をい う。以下この条において同じc)を し

た場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡 (法附則第34条の2第 1

項に規定する優良住宅地等のための譲渡をい う。 )イこ該当するときにおける前

条第1項に規定する譲渡所得 (次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項

において同じ。)に係る課税長期口表渡所得金額に対 して課する市民税の所得割

の額は、前条第 1項 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、当該各号に定める金額に相当する額 とする。

(1),(2)略
2 前項の規定は、昭和63年度から令和8年度までの各年度分の個人の市民税に限

り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項 に規定する譲渡所得の基因とな

る土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のた

めの譲渡 (法附則第34条の2第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための

条の規定の適用については、当該ガソリン軽 自動車が令不日3年4月 1日 か ら令不日4

年 3月 31日 までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令不日4年度分の軽 自動

車税の種別割に限 り、当該ガツリン軽 自動車が令和4年4月 1日 か ら令和5年 3月

31日 までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和5年度分の軽 自動車税

の種別割に限 り、第4項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる宇句 とする。

(軽 自動車税の種別割の賦課徴収の特例 )

第16条の2 市長は、軽 自動車税の種別割の賦課徴収に関し、3輪メ上の軽 自動車

が前条第2項から第8項までの規定の適用を受ける3輪以上の軽 自動車に該当す

るかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等 (法附則第30条の2第 1

項に規定する国土交通大臣の認定等を言 うc次項において同じc)に基づき当

該判断をするものとする。

2略
3 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽 自動車税の種別割の額

は、同項の不足額に、これに100分の10の割合を乗 じて計算 した金額を加算 し

た金額 とする。

(優 良住宅地の造成等のために土地等を譲渡 した場合の長期譲渡所得に係る市

民税の課税の特例)

第17条の2 昭和63年度から令和5年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所

得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる土地

等 (租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等をい う。以下この条において

同じ。)の譲渡 (同項に規定する譲渡をい う。以下この条において同じc)を し

た場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡 (法附則第34条の2第 1

項に規定する優良住宅地等のための譲渡をい う。 )とこ該当するときにおける前

条第1項に規定する譲渡所得 (次条の規定の適用を章ける譲渡所得を除く。次項

において同じc)に係る課税長期譲渡所得金額に対 して課する市民税の所得割

の額は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、当該各号に定める金額に相当する額 とするc

(1)。 (2)略
2 前項の規定は、昭和63年度から令和5年度までの各年度分の個人の市民税に限

り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因とな

る土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のた

めの譲渡 (法附則第34条の2第 5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための



譲渡をい う。以下この項において同じ。)1こ 該当するときにおける前条第1項に

規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対してR果する市民税の所得割

について準用する。この場合において、当該譲渡が法附則第34条の2第 10項の

規定に該当することとなるときは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のため

の譲渡ではなかったものとみなす。

3略
(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)

ための国税関係法律の臨時特例に関する法律 (令和2年法律第25号)第5条第4項

に規定する指定行事のうち、市長が指定するものの中止若しくは延期又はその

規模の縮小により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払

戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第1項に規定する指定期間内

にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に法附則第

60条第4項に規定する市町村放棄才ム戻請求権相当額の法第314条の7第 1項第3号

に掲げる寄附金を支出したものとみなして、第34条の7の規定を適用する。

譲渡をい う。以下この項において同じ。)に該当するときにおける前条第1項に

規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対 して課する市民税の所得割

について準用する。この場合において、当該譲渡が法附則第34条の2第 10項の

規定に該当することとなるときは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のため

の譲渡ではなかつたものとみなす。

3略     
｀

(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)

て 1新型コロナウイルス感染症特例法」とい う。)第5条第4項 に規定する指定

行事の うち、市長が指定するものの中止若 しくは延期又はその規模の縮小によ

り生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の封価の払戻しを請求する

権利の全部又は一部の放棄を同条第1項に規定する指定期間内にした場合に

は、当該納税義務者がその放棄をした 日の属する年中に法附則第60条第4項 に

規定する市町村放棄払戻請求権相当額の法第314条の7第 1項第3号に掲げる寄附

金を支出したものとみなして、第34条の7の規定を適用する。

第25条 所得割の納税義務者が、新型コロすウイルス感染症等の影響に対応する 第25条 所得害Jの納税義務者が、新型コロすウイルス感染症等の影響に封応する

ための国税関係法律の臨時特例に関する法律 ( 次条におい
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(施 行 期 日)

第 1条  この条 例 は 、令 和 5年 4月 1日 か ら施 行 す る。 た だ し、次 の各 号 イと掲 げ る規 定 は 、 当該 各 号 に定 め る 日か

ら施 行 す る。

(1)第 82条 第 1号 干 の改 正規 定及 び 附則 第 4条 第 1項 の規 定 (こ の条 例 に よ る改 正 後 の橋 本 市税 条 例 (以 下 「新

条例 」 とい う。 )附 則 第 16条 の 2第 3項 に係 る部 分 を除 く。 )令 和 5年 7月 1日

(2)第 34条 の 9第 2項 並 び に第 38条 の見 出 し及 び 同条 第 1項 の改正 規 定 、 同条 に 1項 を加 え る改 正 規 定並 び に

第 41条 、第 44条 、第 47条 t第 47条 の2及 び第 47条 の6の 改 正 規 定 並 び に附則 第 15条 の2の 2の 改 正 規 定 (同 条

第 4項 中 「100分 の 10」 を 「100分 の 35」 に改 め る部 分 に限 るc)及 び 附則 第 16条 の 2第 3項 の改 正 規 定並 び に

次 条 第 1項 並 び に附則 第 4条 第 1項 (新 条例 附則 第 16条 の 2第 3項 に係 る部 分 に限 る。 )及 び 第 3項 の規 定  令 和

6年 1月 1日



(3)第 36条 の3の 2の 改正 規 定凛 び 次 条 第 2項 の規 定  令 和 7年 1月 1日

(市 民税 に関す る経 過 措 置 )

第 2条  前 条 第 2号 に掲 げ る規 定 に よ る改 正 後 の橋 本 市税 条 例 の規 定 中個 人 の市 民税 に 関す る部 分 は 、令 和 6年

度 分 以 後 の年 度 分 の個 人 の市 民税 につ い て適 用 し、令 和 Ь年 度 分 ま で の個 人 の市 民税 につ い て は 、 なお従 前

の例 に よ る。

2 新 条 例 第 36条 の 3の 2第 2項 の規 定 は、令 和 7年 1月 1日 以後 に支 払 を受 け るべ き橋 本 市 税 条 例 第 36条 の 3の 2第 1

項 に規 走す る給 与 (以 下 この項 にお い て 「給 与 」 とい う。 )に つ い て提 出す る同条 第 1項 の規 定 に よ る 申告 書

につ い て適 用 し、 同 日前 に支 払 を受 け るべ き給 与 につ い て提 出 した 同項 の規 定 に よ る 申告 書 につ い て は、 な

お従 前 の例 に よ る。

(固 定資 産 税 に関す る経 過 措 置 )

第 3条  次 項 に定 め る もの を除 き、新 条 例 の規 定 中固定資 産税 に 関す る部 分 は、令 和 5年 度 以 後 の年 度 分 の 固 定

恙    産税 にっ い て適 用 し、令 和 4年 度 分 まで の 固定資 産 税 につ い て は、 なお従 前 の例 に よ る。

甲 2 令 和 3年 4月 1日 か ら令 和 5年 3月 31日 まで の期 間 (以 下 この項 にお い て 「適 用期 間 」 とい う。 )内 に地方 税 法 等
‐

の下部 を改 正 す る法律 (令 和 3年 法律 第 7号 )附 則 第 1条 第 4号 に掲 げ る規 定 に よ る改 正 前 の地 方 税 法 (昭 和 25年

法律 第 226号 )附 則 第 64条 に規 定す る中小 事 業者 等 (以 下 この項 にお い て 「中小 事 業者 等 」 とい う。 )が 取得

(同 条 に規 定す る取得 をい う。 以 下 この項 にお い て 同 じ。 )を した 同条 に規 定 す る特 例 対 象 資 産 (以 下 この項

にお い て 「特 例 紺象 資 産 」 とい うc)(中 小 事 業者 等 が 、 同条 に規 定す る リー ス取 引 (以 下 この項 にお い て

「リー ス取 引」 とい う。 )に 係 る契 約 に よ り特 例 対 象 資 産 を引 き渡 して使 用 させ る事 業 を行 う者 が適 用期 間

内 に取得 を した 同条 に規 定す る先 端設 備 等 に該 当す る特 例 姑象 資 産 を、適 用 期 間 内 に リー ス取 引 に よ り引渡

しを受 けた場 合 にお け る当該 特 例 対 象 資 嘩 を含 む。 )に 対 して課 す る固定 資 産税 につ い て は 、 なお従 前 の例

に よ る。

(軽 自動 車税 に関す る経過 措 置 )

第 4条  新 条例 第 82条 第 1号 工及 び 附則 第 16条 の 2第 3項 の規 定 は 、令 和 6年 度 以 後 の年 度 分 の軽 自動 車税 の種 別

割 につ い て適 用 し、令 和 5年 度 分 ま で の軽 自動 車税 の種 別 割 につ い て は 、 なお従 前 の例 に よ る。



2 令 和 元 年 10月 1日 か ら令 和 3年 12月 31日 ま で の 間 に取 得 され た この条 例 に よ る改 正 前 の橋 本 市 税 条 例 附則 第 1

5条 の 2及 び第 15条 の 6第 3項 に規 定す る3輪 以 上 の軽 自動 車 に紺 して課 す る軽 自動 車税 の環 境 性 能 割 にう い て

は、 なお従 前 の例 に よ る。

3 新 条 例 附則 第 15条 の 2第 4項 の規 定 は、附則 第 1条 第 2号 に掲 げ る規 定 の施 行 の 日以 後 に取 得 され た 3輪 以 上 の

軽 自動 車 に対 して課 す べ き軽 自動 車税 の環 境 性 能 割 につ い て適 用 し、 同 日前 に取 得 され た 3輪 以 上 の軽 自動

車 に封 して課 す る軽 自動 車税 の環 境 性 能割 につ い て は、 なお従 前 の例 に よ る。

4 新 条 例 附則 第 16条 の規 定 は 、令 和 5年 度 以後 の年 度 分 の軽 自動 車税 の種 別 害1に つ い て適 用 し、令 不日4年 度 分

まで の軽 自動 車税 の種 別 割 につ い て は、 なお従 前 の例 に よる。

…
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